
仕 様 書 
１．件名 

高額紙幣対応ボタン式自動券売機買入れ 

 

２．履行場所 

八尾市総合体育館(ウイング)のフィットネスコーナー 

 

３．購入物件 

高額紙幣対応ボタン式自動券売機 1 台 

 

４．納入期限 

令和８年 10 月 30 日まで（搬入日時の詳細は別途協議とする） 

   

５．参考機種及び機器仕様 

参考機種：NEC マグナスコミュニケーションズ製 BT-e312 型(高額タイプ) 

※参考機種以外は、同等品申請の手続きを行うこと。 

 

【機器仕様】 

口座数 最大 100 口座 

接客面 大型ボタン等を組み合わせることにより、ボタンレイアウトを自在に

変更できること 

券寸法 幅：57.5 ㎜×長さ 30、45、60、90、120 ㎜ 

印刷用紙 感熱ロール紙 長さ：300ｍ 

印刷方式 サーマルドット方式 

発券速度 30 ㎜券発行で約 2 秒 

印字内容 価格、設定文字、発行者名、発券時刻、日付、№、号機№、その他 

印字文字種 英数字、ひらがな、カタカナ、記号、漢字(JIS 第一/第二水準) 

２ロール機能 オートチェンジ機能(ロール紙 2 巻セットによる自動切替機能) 

使用貨幣 紙幣 1 万円札、5 千円札、2 千円札、千円札 

※新旧紙幣使用可能であること 

硬貨 新旧 500 円、100 円、50 円、10 円硬貨 

紙幣収納方式 3 区分整列収納(1 万円・2 千円は混合) 

紙幣収納枚数 1 万円札 約 400 枚(非還流) 

※混合収納の合計枚数 2 千円札 

5 千円札 約 250 枚 (還流)  

※紙幣釣銭用 千円札 約 880 枚 



紙幣釣銭 5 千円、千円札 

硬
貨
収
納
枚
数 

500 円 約 350 枚 (ホッパー収納枚数)(還流) 

※硬貨釣銭用 100 円 約 1000 枚 

50 円 約 650 枚 

10 円 約 1000 枚 

集計様式 メニュー/口座/グループ/売れ筋形式から集計印字形式から集計印字

形式を指定 

その他帳票 グループ集計、時間帯別集計、時間帯別グループ集計、入手出金情報 

リモコン 設定用リモコン(赤外線方式) 

電子決済 今回の調達には含まないが、将来的にクレジット決済（非接触）、電子

マネー、QR コード決済を使用できるように改造が可能であること。

（追加でオプション対応可能な機種であること） 

質量 約 121kg 

外形寸法 幅 650ｍｍ×高さ 1600ｍｍ×奥行き 300ｍｍ（突起部は除く） 

定格消費電力 55/55Ｗ(50/60Hz) 

設置環境 屋内専用（温度：+5～40℃、湿度：30～80％RH(結露なきこと)） 

その他 ・搬入、設置費等に係る費用を含めること 

・ボタンレイアウト及び券印字内容等は、発注者と協議すること 

・LED バックライト搭載機種であること 

・券売機は未使用の新品を納品すること（新古品、中古品は不可） 

 

６. 特記事項 

① リモコンにて日常の操作、各種設定、日計や硬貨の回収等の締め処理が出来ること。 

② エコモード（近接センサーでバックライトの自動 ON、OFF）が可能なこと。 

③ 紙幣の投入は、複数枚を重ねて一括投入できること。 

④ 楽な姿勢で紙幣・硬貨の投入が出来るユニバーサルデザインであること。 

⑤ スマートフォンからメニューの変更及び価格変更が可能なこと。 

 

７．保守体制 

  ・故障や問合せ受付は原則、平日及び土日祝日 9：00～17：30 とし、受付後、 

速やかに対応すること。また、訪問修理は平日 9：00～17：30 に行うこと。 

 

８．その他   

・搬入設置及び機器データ設定に関して、事前に発注者と協議すること。 

  ・設置後、使用開始前に施設管理従事者に対して、取扱説明会を行うこと。 

  ・現行の券売機 1 台（同規模）の撤去廃棄を行うこと。 



  ・本仕様書に定めのない事項及び疑義については、別途協議する。 

 

 

 

暴力団等不当介入に関する特記仕様書 

八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、次のとおり措置するものとする。 

（１）受注者及び下請負人等が契約履行に当り、暴力団員又は暴力団密接関係者に

よる不当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例第９条第２項に基づき、

速やかに本市に報告するとともに、警察への届出をすること。 

（２）前項の報告義務を怠ったと認められるときは、入札参加停止措置を行うもの

とする。 

（３）受注者及び下請負人等が第１項の不当介入を受け、同項の規定に従い適切な

報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、履行期

限の延期等の措置を講じることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


